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平成２１年第６回玉城町議会臨時会会議録     

 

１． 招集年月日 平成２１年１１月３０日  
２． 招集の場所 玉城町議会議場 
３．  開   会 平成２１年１１月３０日 
４．  応 召 議 員      
     １番 小 林 一 則 君   ２番 中 野   勇 君 
     ３番 山 本 静 一 君   ４番  ――――――― 
     ５番 鈴 木 加奈子 君   ６番 小 林   豊 君 
     ７番 前 川 隆 夫 君   ８番 風 口   尚 君 
     ９番 川 西 元 行 君  １０番 中 瀬 信 之 君 
    １１番 山 口 和 宏 君  １２番 奥 川 直 人 君 
    １３番 高 木 市 郎 君  １４番 東 谷 富 雄 君 
 
 
５．不応召議員  な し 
６．出 席 議 員       １３名 
７．欠 席 議 員       な し 
８．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席したものの職氏名 
  町    長       辻  村 修  一 君  副  町  長 坪 井 信 義 君 
  教  育  長 山 口 典 郎 君  会計 管理者 前 田 浩 三 君 
  総 務 課 長 中 郷   徹 君  税務住民課長 小 林 一 雄 君 
  生活福祉課長 林   裕 紀 君  上下水道課長 松 田 幸 一 君 
  建 設 課 長 森 島 千 里 君  病院老健事務局長 田畑 良和 君 
  産業振興課長 田 間 宏 紀 君  教育事務局長  辻   誠 君 
  総務担当課長補佐  田  村  優 君  政策財政担当課長補佐 中村 元紀 君 

9．職務のため出席した者の職氏名 
  議会事務局長 大 南 友 敬 君  同 書 記 高 井 美 江 君 
  同 書 記  内 山 治 久 君 
１０．提出議案 
日 程 
第 １．会議録署名議員の指名 
第 ２．会期の決定  
第 ３．議案第８６号 町長及び副町長の給料並びに旅費等に関する条例の一

部改正について 
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第 ４．議案第８７号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

の一部改正について 
第 ５．議案第８８号 玉城町職員の給与に関する条例の一部改正について 
第 ６．議案第８９号 伊勢地域農業共済事務組合規約の変更に関する協議に

ついて 
 
           （午前９時５分  開会） 
 
○ 議長 (小林一則君)只今の出席議員数は１３名で定足数に達しております。 
   よって、平成２１年第６回玉城町議会臨時会は成立致しましたので開会致

します。                            
   開会あたり町長より臨時会召集の挨拶があります。         
    町長 辻村修一君                        
○町長（辻村修一君）平成２１年第６回の臨時会開会にあたりまして、一言お

礼の挨拶申し上げます。大変ご多用のところ開催を賜りまして誠にありがと

うございます。今回、提案をさせて頂きます主なものにつきましては、町長・

副町長・教育長そして一般職員の給与の改正に伴うものでございます。どう

ぞよろしくお願いを申し上げまして、開催の挨拶とさせて頂きます。 
 

○議長（小林一則君）これより本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、お手許に配付のとおりであります。 
 
○ 議長（小林一則君)日程第１．会議録署名議員の指名を行ないます。本日の会

議録署名議員は会議規則第１２０条の規定により、議長において 
２番 中野 勇君   ３番 山本静一君 

 の２名を指名致します。 
 
○議長 (小林一則君)次に、日程第２．会期の決定についてを議題と致します。 
   お諮り致します。本臨時会の会期は本日 1 日間と致したいと思います。 
   これにご異議ありませんか。                 
           （「異議なし」の声）             
   ご異議なしと認めます。よって会期は本日 1日間とすることに決しました。                            

 
○議長（小林一則君）次に、日程第３．議案第８６号 町長及び副町長の給料

並びに旅費等に関する条例の一部を改正についてないし、日程第５．議案第

８８号 玉城町職員の給与に関する条例の一部改正についてを一括議題と致
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します。 
町長より提案理由の説明を求めます。町長 辻村修一君 

○町長（辻村修一君）議案第８６号 町長及び副町長の給料並びに旅費等に関

する条例の一部改正について提案理由を申しあげます。 
  今回の改正につきましては、引き続く厳しい経済雇用情勢を反映し、去る

８月１１日に人事院が国会及び内閣に勧告をいたしました、一般職の国家公

務員人事院勧告に準拠して、町長及び副町長の期末手当の支給月数を年額０．

２５月分削減しようとするものであります。内容と致しましてはすでに６月

分で０．１５月分の凍結を実施していることから不足分の０．１０月分を引

き下げるため１２月の支給月数を現行の「１００分の２３０」から、「１００

分の２２０」に、所要の改正を行うものであります。又、平成２２年以降分

に対応するため６月分支給月数についても「１００分の２１０」から「１０

０分の１９５」に改正を行うものであります。尚、補足は省略させて頂きま

す。 
 

次に、議案第８７号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条

例の一部改正について提案理由を申し上げます。この改正につきましても、

前議案 第８６号と同様の措置を行うため所要の改正を行うものであります。

補足は省略させていただきます。 
 

次に、議案第８８号 玉城町職員の給与に関する条例の一部改正について

提案理由を申し上げます。今回の改正につきましては、引き続く厳しい経済

雇用情勢を反映し８月１１日に人事院が国会及び内閣に対して勧告した一般

職の国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給月数の減額勧告に準

拠して国と同様に期末手当及び勤勉手当の減額を行うため所要の改正を行う

ものであります。又、本年度の人事院勧告にありました俸給表の改定及び時

間外勤務等の改正につきましては、平成２２年度から実施をするため３月定

例会に上程予定であります。住居手当の廃止につきましては平成１７年度に

おいて廃止済みであります。なお、詳細につきましては、総務課長から説明

をいたさせます。よろしくご審議のうえご承認賜わりますようお願い申しあ

げます。 
 
○議長（小林一則君）総務課長 中郷徹君 
○総務課長（中郷徹君）それでは、議案第８８号 玉城町職員の給与に関する

条例の一部改正につきまして補足説明を申しあげます。資料の３ぺ－ジをご

覧いただきたいと思います。今回の改正は、期末勤勉手当の支給月数を改正
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するものでございます。まず第１７条第２項におきまして、期末手当の支給

月数を定めておる所でございます。６月支給分につきましては現行「１００

分の１４０」から「１００分の１２５に」１２月支給分については「１００

分の１６０」から「１００分の１５０」にそれぞれ改めようとするものでご

ざいます。同条第３項におきましては、再任用職員に対する期末手当の支給

月数を定めておりまして６月支給分の現行「１００分の７５」から「１００

分の６５」に１２月支給分現行「１００分の８５」から「１００分の８０」

にそれぞれ改めようとするものでございます。第１８条第２項第１号におき

ましては６月及び１２月に支給を致します勤勉手当の支給月数を定めており

ますがそれぞれ現行「１００分の７５」から「１００分の７０」に改めるこ

とと致してございます。同条第２項におきましては再任用職員に対する勤勉

手当の支給月数を定めておりまして６月及び１２月のそれぞれの支給月数を

それぞれ「１００分の３５」とするものでございます。尚、本年６月に支給

を致しております期末勤勉手当につきましてはすでに暫定的措置と致しまし

て改正後の率で支給を行っておる所でございます。尚、又今回の期末手当の

支給月数の改定につきましては議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例第５条第２項の定める所によりまして、議員の皆様方に支給をされま

す期末手当にも適応されるものでございます。以上補足説明とさせて頂きま

す。よろしくご審議を賜りますようお願いを申しあげます。 
 
○議長（小林一則君）以上で、提案理由の説明は終わりました。 
これより、各議案ごとに質疑・討論・採決を行います。 
それでは、まず議案第８６号 町長及び副町長の給料並びに旅費等に関する

条例の一部改正についての質疑を行います。発言を許します。 
１２番 奥川直人君 

○１２番（奥川直人君）今回６月に引き続きまして、人事院勧告の基に期末手

当が町長・副町長ですけれどもこの８６号の件ですけれども、これは後ほど

出てまいります先程提案説明がありましたけれども、職員の賞与といいます

か期末手当につきましては、期末手当及び勤勉手当が含まれておるわけであ

ります。基本的にこの期末・勤勉手当につきましては各期半年間の我々は成

果配分とこのような認識をしておりますが、職員につきましては先程お話が

ありましたように、年間で０．３５カ月これが削減をされるわけです。とこ

ろが町長・副町長につきましては０．２５カ月というふうな削減率というこ

とでいきますと元々あったものから０．３５％削減され、町長・副町長が０．

２５カ月削減される。職員の方が、削減月数が多いということになりますと、

我々一般的に考えますとどこの企業でもそうですが親方・社長は一番ご苦労
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なさってそれに対して似合う職員並びに従業員の生活の保障などを考えてい

くべきとこのように思われておるわけですが、現状今回の提案の中には月数

が０．１％削減率が低いということで、職員・それと特別職の皆様方の認識

をどのように持っておられるのかそこをお聞きしたいと思います。 
○議長（小林一則君）町長 辻村修一君 
○町長（辻村修一君）三役の給与そして職員の給与等の考え方でございます。

今ご質問のお考えもその通りだと思いますし、特別職というふうな形での状

況でありましても勤務形態と致しましては常に常勤で努めておるとこういう

状況でございまして、この率の経過につきましては過去のいろんな率の経過

がございます。基本はやはり人勧そして一般職の職員と同じく上位に勤務を

しておるという考え方がございまして、同率のつまり今回の年額総額といき

ますと４．１５カ月分こういう形の改正後の率というのが私は一番それぞれ

にふさわしい率ではないかとこういう考え方でございます。尚、やはり自治

体によりまして若干いろんな差がございます。平成の合併等々もございまし

てなかなか一律というふうなわけにはいきませんけれども、努めてこの三役

或は一般職員の手当につきましては近隣に準拠するような考え方を持ってい

くのが、私は妥当ではないかというふうに思っておる次第でございまして、

従って今回も職員に合わせた形での４．１５月分を改正後の案として提案を

しておるという次第でございます。どうぞよろしくお願いを申しあげます。 
○議長（小林一則君）１２番 奥川直人君 
○１２番（奥川直人君）４．１５で最終の月数が職員と合うというのは、これ

は一つの考え方であるとこのように思いますが、私が言いますのはこの６月

分の期末手当それと１２月の期末手当これを換算しだした月数、換算という

のは６か月６カ月単位でもらっているわけです。その中でスタートした段階

から０．３５カ月職員は減ったということ。町長・副町長は０．２５カ月の

減であると０．１％皆さん方の減が少ないわけです。それを私は職員に合わ

すべきとこのように思いますし、町長が４．１５でふさわしいという考え方

はおかしいと思います。それはあなた方は多い方だからふさわしいですよ。

少ない人は止もう得ないと。でも減り方の少ない人がふさわしいという発言

はふさわしくないとこのように思っています。それともう一つは近隣に合わ

す。今はそういう時代ではないはずです。貴方が作りたい玉城町をどうして

行くかという、どうしてみんなの職員を引っ張ってしくのか。住民の納得を

得ていくのかということは貴方が考えることで、みな近隣に合わすという発

言は慎んでいただきたい。自主自立・地方分権・玉城町はどうあるべきかと

いうのは合わすんではなくて、貴方が作っていくのだとこのように私は思い

ますのでその辺のお考えをお聞きしたいと思います。 
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○議長（小林一則君）町長 辻村修一君 
○町長（辻村修一君）議員になられる前のお話ですのでご存じないか分かりま

せんが、私が就任させて頂いて即刻にやはり三役の給与は改革の一つとして

削減をすべきとこういうふうなことで議会でお認めを頂だいてカット頂きま

した。そのことは過去にもそうでありますし、約現在の額で言いますと三役

で１０％のカットをして現在に至っていると、こういうふうなことでござい

まして、町として先駆けてこうした措置を取らさせて頂いておるという状況

も一つご理解を頂きたいと思いますし、そのことは特に職員自ら先駆けて住

居手当・或は通勤手当等につきましても近隣よりも早くこうした理解をしな

がら改革に向けて取り組んでおるということも一つご理解を賜りたいと思い

ます。以上です。 
○議長（小林一則君）１２番 奥川直人君 
○１２番（奥川直人君）私が議員就任になる前の話をして頂きましたけれども

私はあまり比較はしたくないんです。そしたら明和町長はもっと下げていま

すよ。それは自分で作っていく。こうあるべきというご判断でやられている

わけで、今１５町ある中で上から６番目ぐらいの評価・金額だというふうに

私も認識をしておりますけれども、合わすとか、合わさないとか自ら考える

という今の状況の中で、そのしかし厳しくなった平成２０年度・平成２１年

度その辺の評価を今回傾斜配分という形で職員にされるわけです。そういっ

た中で職員の方が下げ率が大きいということ事態は私はおかしいと思います

がもう一度それに対してご確認をしたいと思います。 
○議長（小林一則君）町長 辻村修一君 
○町長（辻村修一君）私は、従来からの期末・勤勉手当というものは三役にし

ては勤勉手当はないけれども、期末勤勉手当職員並みの率というふうなもの

がずーと長年してきた。それはそれで常勤という形で勤務をしておる場合で

ありますからこれはこれでふさわしいと思っておりますし、明和町の例をな

さいましたが明和町はそれぞれ町長さんのいろんな選挙の時点でのお話があ

ったんだと思いますが、今回のボーナスについてはカットしないとこういう

ふうなことである様であります。それはそれでそれぞれの自治体のお考えで

いんではないんでしょうか。 
○議長（小林一則君）５番 鈴木加奈子さん 
○５番（鈴木加奈子さん）前段奥川議員から一般職員と特別職についての減額

されるパーセントについて或は支給される率についてのお話があった訳でご

ざいますが、今のご回答でいきますと勤勉手当というのを含めているからパ

ーセントとしては大きい数字というようなお話なのかなというふうに思った

わけですが、承服しがたい部分がありますので引き続きまして質問をしたい
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と思います。これは特別職の場合と一般職の場合とは分けて私は考えていき

たいと思っておりますので、後教育長も含めてあるわけですがこの２議案に

わたりますがお伺いしたいと思います。特に町長についてお伺いしたいこと

は一般職員は４年ごとに退職金が支払うことはないわけですが、町長さんは

４年ごとに退職金が支払われるというそういうことになってございますけれ

どもこの制度をやめにしたところもあるわけですが、玉城町の独自性として

町長はこの点についてはどのようにお考えでしょうか。これにつきましては、

町長ご自身も掛け金を払っておりますけれどもこの中には公費も含まれてい

るわけでございまして、これを中止するということになれば公費の支出も無

くなるということになります。あと何か月で任期が終りになるわけでござい

ますが、今後もずーと町長としての仕事を続けようというお考えであろうと

思いますので、将来にわたってのことも含めましてこの場でお伺いしたいと

思います。 
○議長（小林一則君）町長 辻村修一君 
○町長（辻村修一君）議事の内容とは少し離れているご質問であるというふう

に思っております。それぞれ一つの制度で掛け金・負担金を負担をしておる

とこういうことになっていますので今の段階で、鈴木議員さんのご質問に対

してお答えを申しあげさしていただくわけにはまいりません。以上です。 
○議長（小林一則君）５番 鈴木加奈子さん 
○５番 鈴木加奈子さん 関係がないというふうに議長はお感じになっておら

れようでございますが、これはトータルとして町長にどれだけ使用するか町

民の税金を使われ方の問題としてお伺いを致しましたので、問題外のことで

はないとそういったことも含めましてこの問題は考えてみたいとこのような

立場からお伺いをしたわけでございます。 
○議長（小林一則君）他に、ありませんか 
          (｢議事進行｣の声) 
  質疑なしと認めます。以上で本案に対する質疑を終結致します。 
  これより討論を行います。 
  先ず、反対討論の発言を許します。１２番 奥川直人君 
○１２番（奥川直人君）只今の議案第８６号 町長及び副町長の給料並びに旅

費等に関する条例の一部改正についての反対討論をさせて頂きます。先程質

問を致しましたように、職員６月・１２月の期末手当勤勉手当で昨年支給率

から０．３５カ月減ったわけであります。特別職であります町長・副町長は

昨年から削減月数が０．２５カ月要するに、０．１カ月の減額が少ないとい

うことで職員が多く減り、町長・副町長が減り方が少ないということであり

ます。先程申しましたように一般的な成果配分ということを考えれば少しで
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も最低でも職員に合わす。こういうことが望ましいのではないかと思います。

普通一般企業や中小企業。親方が一番つらい立場で経営をやっておられるの

が現状でありますが、そして社員や従業員、家族の生活を自らが犠牲になっ

て守っていく。これがトップに立つものだとこのように考えます。これが普

通だと思っておりますし、せめて町長・副町長の期末手当を少なくとも職員

同様０．３５カ月と考えるのが当然かと思います。議員の皆さんも含めても

う一度そういうことを考えて頂きたい。この議会もケーブルテレビで放映も

されています。そして玉城町のケーブルテレビの視聴率も向上しているとい

うことです。住民から選ばれた私たち議員としてしっかり良いか悪いか是非

をこの場で判断頂きますようにお願いを致します。以上で反対討論と致しま

す。 
○議長（小林一則君）次に、賛成討論の発言を許します。 
         （｢討論省略｣の声） 
  以上で討論を終結致します。 
  これより、採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の

挙手を求めます。 
          (挙 手 多 数) 
  挙手多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 
 
○議長（小林一則君）次に、議案第８７号 教育委員会教育長の給与及び勤務

時間等に関する条例の一部改正についての質疑を行います。発言を許します。   
           （「議事進行」の声） 
  質疑なしと認めます。以上で本案に対する質疑を終結致します。 
  これより、討論を行います。先ず、反対討論の発言を許します。 
           （「討論省略」の声） 
  以上で討論を終結致します。これより採決を致します。本案は原案のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           （挙 手 多 数） 
  挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
 
○議長(小林一則君) 次に、議案第８８号 玉城町職員の給与に関する条例の一

部改正についての質疑を行います。発言を許します。 
  ５番 鈴木加奈子さん 
○５番(鈴木加奈子さん) 一般職員の期末手当・勤勉手当の削減についてでござ

いますが、この中には臨時職員これに伴って臨時職員さん嘱託職員さんの減

額があるのか、ないのか。それはどの程度なのか。何人にわたってどの程度
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のトータルの額になるのか。又病院の関係でございますが、院長或は医師・

看護師又病院にも嘱託職員がおられると思いますが、この方々についてはど

のようになっているのか。伺いたいと思います。格別病院につきましては看

護師がなかなか得られないということで、看護師が不足するということから

病院の閉鎖を余儀なくされたというところもあると伺ったりも致します。給

与の低いところは敬遠されるのは当然でございます。そういったことから格

別病院につきましては詳しくお聞かせいただきたいし、臨時或は嘱託の方々

は年間２００万以下となるようなワーキングプア。こういったことをつくら

ないようにという、そういう立場からお伺いしたいと思いまので、こちらは

質問の回数が制限されております。只今お伺いしましたことぬかりのないよ

うにきちっとご答弁をお願い致します。議長におかれましてもよろしくお願

いします。 
○議長(小林一則君) 総務課長 中郷徹君 
○総務課長(中郷徹君) 只今議題となっております議案につきましては、これは

正職員に対しましての支給月数につきまして定めておる所でございます。庁

舎内嘱託職員に関しまして、これはこの率の改定というのは何ら影響はござ

いません。企業職員につきましても一般正職員に関しましてはこの率が適応

されます。ですから他の公営企業職員に関しましてもこの率が適応をされる

ところでございます。以上でございます。 
○議長(小林一則君) ５番 鈴木加奈子さん 
○５番(鈴木加奈子さん) 先程も申しましたように、病院の職員には適応する。

けれども臨時職員。嘱託職員には減額はないと。只今提案されておりますの

が期末手当・勤勉手当でありますので嘱託職員。臨時職員は支払われていな

いから該当しないと。そういう意味であろうかというふうに思うわけでござ

いますが、それでは病院の職員関係では何名で、どれだけの減額になるのか

又、この庁舎内の一般職につきましてはいかほどのトータルとして減額にな

るのか。１人当たり平均ですとどのように減額になるのかをお伺いしたいと

思います。これは６月・１２月を含めてのご答弁で結構ですのでよろしくお

願いします。 
○議長(小林一則君) 総務課長 中郷徹君 
○総務課長（中郷徹君）只今持ち合わせております数値といいますのは、一般

会計に属します職員に関しましてのトータル数値を持っておりまして、お答

えをさせて頂きます。一般会計に属します職員一般職でございますが、これ

に関しましては年間通じまして６月・１２月の合計額でございます。改訂に

よります減額が１千５４４万１千円でございます。これが一般職に関します

トータルの減額でございます。尚又一人当たりにつきましては後ほど申し上
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げるといったことでご了承を賜りたいと思います。 
○議長（小林一則君）病院老健事務局長 田畑良和君 
○病院老健事務局長（田畑良和君）只今、資料を持ち合わしておりませんので

又後刻ご報告を申しあげます。 
○議長（小林一則君）５番 鈴木加奈子さん 
○５番（鈴木加奈子さん）資料を持ち合わしていないといわれますが、これは

本日の提案というのは期末手当或は勤勉手当これ１件なんですよね。それに

も関わらずそれを持ち合わせていないというのは非常に腑に落ちないことで

ございまして、この全職員のカットというものは相当大きな地域経済に及ぼ

す影響が大きいであろうとこのように思いますので伺っているところであり

ますのに、持ち合わせていないというのは議会に臨む意気込みの在り方とし

て如何なものなのか。町長どう思いますか。 
○議長（小林一則君）町長 辻村修一君 
○町長（辻村修一君）それぞれご質問の今回の減額に伴って職員の期末勤勉手

当がどれだけの差額がでるのかというふうなことは当然それぞれ出ておるわ

けでありますので、申し訳ございませんけれども後刻又報告を申し上げたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
○議長（小林一則君）５番 鈴木加奈子さん 
○５番（鈴木加奈子さん）こんな答弁の仕方でいいと思いますか。休憩して資

料出させますか。どうですか。休憩して資料出してもらったらどうですか。 
 
○議長（小林一則君）資料収集しますので１０分間休憩します。 
          （午前９時４０分 休憩） 
          （午前９時５５分 再開） 
 
○議長（小林一則君）休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 
  総務担当課長補佐 田村優君 
○総務担当課長補佐（田村優君）只今ご質問頂きました減額の額でございます

が、全体と致しまして一般職員は１千５４４万１千円、人数と致しまして１

１３名、１人当たりでございますが１３万６千６４６円でございます。以上

でございます。 
○議長（小林一則君）病院老健事務局長 田畑良和君 
○病院老健事務局長（田畑良和君）先程の質問の件ですが、病院事業会計にお

きまして老健も同じですが、人の出入りがございましておよその数字で申し

上げます。病院事業会計で２９名、３０２万５千円の減額の予定でございま

す。1 人当たりは 10 万 4 千円でございます。老健会計につきましては 23 名
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214 万 4 千円の減額の予定でございます。1 人当たりは 9 万 3 千 217 円の試

算でございます。    
○議長（小林一則君）１２番 奥川直人君 
○１２番（奥川直人君）期末手当の 6 月と 12 月今回は支給方法についてお伺い

をしたいと思います。6 月は聞くところによりますと総務課が期末手当の明細

表が各自に配られたということですが、この 12 月の支給方法についてどうさ

れるのかお聞きをしたいと思います。 
○議長（小林一則君）総務課長 中郷徹君 
○総務課長（中郷徹君）支給の方法につきましては従前と同様でございます。 
○議長（小林一則君）１２番 奥川直人君 
○１２番（奥川直人君）一般的には、今回こういった形で人事院勧告で発令さ

れまして、行政に厳しい中でそういった支給月額が減ったわけであります。

その辺の玉城町の行政の状況なり、そして今後どうして行くんだということ

を私は、メッセージなり例えば支給される段階で町長がこういう状況だとい

うことをお話しを頂いてそして、士気を高めて頂く。いうふうなことが今こ

ういう状況になった時には非常に大切だと思っておりますが、そういうこと

はされないのかどうか。お聞きをします。よろしくお願いを致します。 
○議長（小林一則君）町長 辻村修一君 
○町長（辻村修一君）先程、総務課長から従前と同じ考えかたというふうなこ

とで答弁を申し上げましたが、職員の代表の幹部の皆さん方とは意見交換を

しておりまして、こうした厳しい状況というのはそれぞれ双方理解をしなが

ら頑張っていこうというふうな機会を設けておりますので、全て職員はそう

いうふうにご理解をしてくれていると思っておる次第でございます。 
○議長（小林一則君）１２番 奥川直人君 
○１２番（奥川直人君）幹部の皆さんに伝えてあるということで、私もちょっ

とインターネットで見たのですが、「公務員の給与改定の勧告にあたって」と

いう人事院総裁の談話があります。今回状況は厳しいということで、年間 0.3
５か月引き下げるというふうなことが謳われておりまして、その中で今後の

考え方として出ています。こういったことを私は職員の皆さんに伝えて意識

を高めていくべきと思います。少し読まさせて頂きます。「公務員の不祥事や

行政運営の破綻により国民の公務及び公務員に対する信頼は大きく底なわれ

ておると。公務員が高い士気の下誇りを持って職務を遂行して行くにはその

前提として公務員に対する国民の信頼が不可欠であります。公務員倫理の確

立や信頼回復のためこれまで様々な取り組みが行われてきましたが、公務員

の不祥事や非効率な行政運営をめぐる問題は尚跡を絶たず、又公務員におけ

る自己改革も充分に実を上げているとは言えず、誠に残念ながら信頼回復に



 12 

はいまだ道遠しという状況であります。人事院としては、全体の奉仕者とし

て高い専門性をもって職務を遂行するという職業公務員制度の基本を活かし

つつ制度及び運用の一体的な改革を進めるとともに、合わせて公務員が使命

感を持って全力で職務に取り組むよう意識改革を徹底することが肝要であり

ます。公務員諸君においては全体の奉仕者として公共のために全力を尽くす

という公務員の原点を改めて思い起こし、国民の公務に寄せる期待と要請に

応えるべき一層職務に精励されることを強く期待します。とりわけ各公務員

には 
○議長（小林一則君）質問の要旨を簡明に願います。 
○12 番（奥川直人君）その責任の重さ、その行動が公務や公務員の信頼の与え

る影響の大きさを十分自覚して、公務員の意識改革と行政運営の改革に率先

して取り組むことを切に望みます。」こういうことが人事院としては謳われて

おるわけでこれが玉城町行政としても、そのために 0.35 か月を減らしたわけ

であります。そういったことを職員に徹底するということを私は玉城町長の

メッセージとして職員に伝えて頂きたい。このように思いますが町長如何で

すか。 
○議長（小林一則君）町長 辻村修一君 
○町長（辻村修一君）いろんな機会を通してそのお考えも含めて職員にはさら

に住民の奉仕者として精一杯力を発揮してもらうように呼びかけていきたい

と思っております。おかげさまでまだまだ十分とはいきませんが、私自身は

近隣の市町と比較致しましても職員は大変熱心に行政推進に当たっておると

いうふうなことで、直接いろんな住民の皆さん方からの評価の声もお聞きを

しておるというふうなこともございまして、やはり今、いろんな面で民間の

皆様方のお聞きしたというものもありますから、他の自治体或は国・県にお

いていろんな不祥事が起こっておるということもありまして、そういったこ

とと一緒くたで町もどうかなというふうなことの不信を持たれないように、

毎日の職務に精一杯頑張ってほしいとそんなふうに考えておるしだいでござ

います。今後ともご指導いただきますようにお願いを申しあげたいと思いま

す。 
○議長（小林一則君）他に、ありませんか。 
           （「議事進行」の声）  

質疑なしと認めます。以上で本案に対する質疑を終結致します。 
  これより討論を行います 
  先ず、反対討論の発言を許します。5 番 鈴木加奈子さん 
○５番（鈴木加奈子さん）議案第 88 号 玉城町職員の給与に関する条例の一部

改正についての反対討論を致します。先程のやり取りの中でも、明らかにな
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ったところでございますが、一般職員においてかなりの給与、この 6 月及び

12 月トータル致しましての期末・勤勉手当の減額があることが明らかになり

ました。この本給のところで少しお話したいと思います。自民公明政権のも

とで出されたこの 8 月の人事院勧告に基づき、国家公務員の給与とボーナス

を大幅に引き下げられました。国家公務員とその給与に準拠する地方公務員

さらには民間の給与と景気にもこれは深刻な影響をもたらすものであるとい

うことで批判をしたいと思います。又この 2002 年に小泉内閣が打ち出した総

人件費抑制政策が、本来中立であるべく人事院にも押しつけられてこの間の

人事院勧告は国家公務員の労働基本権を制約する代償制とは言えないそうい

うものでございます。地方公務員も準拠し又、地域の民間の給与に影響しそ

れが購買力の低下ということにつながり地域のあるいは、国も含めての全体

的な政治にも影響するということで大変問題があったと思います。国会にお

きましては 11 月 20 日共産党市岡衆議員が本会議おきまして質問に対して、

原口総務相が前政権でこの人事院勧告に対して何が起きていたのかは検証し

たいというふうに答弁しています。民間で働く人たちが苦しいから公務員も

同じように減らすべきという単純な議論は危険であるということを原口総務

相も答弁をしております。こういう状況の中におきまして、玉城町の独自性

が出せず一般職員の所得を引き下げるというそういうことになるということ

に異常な問題点を感じております。又特に病院のスタッフこの募集に当たり

ましては、只今看護師さん、お医者さんもそうですが大変な事態が生まれて

おります。そんな中にありまして同じように、収入源となるような只今の提

案に対して賛成することはできません。以上でございます。皆様よくお考え

を頂きたいと思います。なお付け加えておきたいと思います。私は議員の期

末手当。もちろん議員は勤勉手当はございませんけれども、期末手当が支給

されております。これが職員のこの只今の条例に基づいて支給されていると

いうことでありますので、以前よりこれは問題があると。議員については別

立てにするべきとだということを申し上げてまいりました。只今の反対討論

の中におきましては一般職員の引き下げということについて反対を致したも

のでございます。議員につきましてはこれから切り離すべきだと思っており

ます。このことを付け加えて、議員に対しては期末手当の支給というものが

如何なものかと住民の皆様にも伺いながら今後の取り組みをしてまいりたい

と思いまして決意も含めて述べさせて頂きました。以上です。お願い致しま

す。 
○議長（小林一則君）次に、賛成討論の発言を許します。 
          （「議事進行」の声） 
   以上で討論を終結致します。これより採決致します。 
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  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
          （挙 手 多 数） 
  挙手多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 
 
○議長（小林一則君）次に、日程第６．議案第８９号 伊勢地域農業共済事務

組合規約の変更に関する協議についてを議題と致します。 
町長より提案理由の説明を求めます。町長 辻村修一君 

○町長（辻村修一君）議案第８９号 伊勢地域農業共済事務組合規約の変更に

関する協議について堤案説明を申し上げます。 
  今回の改正につきましては、一部事務組合であります伊勢地域農業共済事

務組合において事務所の位置を平成２２年１月１日から伊勢市御薗町長屋１

２２１番地の伊勢市御薗総合支所内に移転しようとするものであり、地方自

治法第２８６条第２項の規定により規約を変更することにつきまして関係市

町の協議が必要であり、同法第２９０条の規定により議会の議決をお願いす

るものでございます。尚、補足は省略致します。何とぞよろしくお願い申し

上げます。 
 
○議長(小林一則君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。 
これより質疑を行います。発言を許します。 

           （「議事進行」の声）  
質疑なしと認めます。以上で本案に対する質疑を終結致します。 

  これより討論を行います 
  先ず、反対討論の発言を許します。 
          （「議事進行」の声） 
   以上で討論を終結致します。これより採決致します。 
  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
          （挙 手 全 員） 
  挙手全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 
○議長（小林一則君）以上で本臨時議会に付議されました案件は全て終了致し

ました。これにて、平成２１年第６回玉城町議会臨時会を閉会致したいと

思います。これにご異議ありませんか。 
            （「異議なし」の声） 
  ご異議なしと認めます。よって平成２１年第６回玉城町議会臨時会を閉会

致します。 
  閉会にあたり町長挨拶を願います。町長 辻村修一君 
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○町長（辻村修一君）閉会にあたりお礼の挨拶を申し上げます。提案の全議案

につきまして御承認賜りましたこと厚くお礼申し上げます。今、新政権にお

きまして国においてはいろんな事業仕訳等々の作業が行われておりますが、

心配なことは新しい新年度の予算編成が大変ずれ込んでいくのではないかと

いうことでございまして、地方にその影響が出てくるというふうに思ってお

ります。いろんな事で作業上混乱が予想されると思いますが、精一杯努力を

してまいりたいと思います。議員の皆さん方におかれましても一層のご理解

を賜りますようお願いをもうしあげましてお礼のご挨拶とさせて頂きます。

ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           （午前１０時２３分  散会） 
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